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はじめに 

 

LEC会計大学院は2014年度を以て設立から

10年という節目を刻みます。設立以来この10

年の歩みは、実に波乱に富んだものだったと

思います。元々、会計専門職大学院は公認会

計士を念頭に会計専門職業人の養成・高度化

を志向して誕生しました。しかしながら、当

初の意味での会計専門職大学院の認知度は一

般に低い状態となっています。いち早くその

現実に直面した本会計大学院は、公認会計士

だけでなく税理士までも含む会計専門職業人

の養成に裾野を広げ、具体的には税理士試験

の税法科目免除となる税法修士論文の指導に

2010 年度から注力して現在に至っています。

2013年度後期の段階で在院生数は140名余り

となっており、1学年の定員60名を超える状

況となっています。 

本会計大学院がこのような経過を辿るこ

とになった大きな契機は、2009年度に受審し

た認証評価でした。結果は不適合ということ

で、幾つか指摘事項が示されました。それら

をクリアするため、2010年度からは体制を大

幅に刷新し、同時に先述の税法修士論文指導

を始めました。指摘事項は現状クリアされて

おり、2014年度に再び受審することになる認

証評価では適合となることが期待されていま

す。 

前回の認証評価の指摘事項で不適合の要

素とはなっていないものの、検討するべきと

されたことの1つは、本会計大学院の特長を

強化するべきということでした。不適合とい

う状況からの脱却と、この要求に応えるべく、

本会計大学院は会計大学院コア・カリキュラ

ムの全面採用に始まり、特長として専門職大

学院に求められている「理論と実務の架橋教

育」を強く意識したカリキュラム編成に注力

しました。それが、現在の本会計大学院のカ

リキュラムです。 

「理論と実務の架橋教育」というのは、実

に困難かつ魅力的な要請です。ここに専門職

大学院の理想があると言っても過言ではあり

ません。本会計大学院の特長を更に強化する

には、この理想をどのように具体化するかと

いうことを1つの目安として議論することが

必要だと思われます。そこで、本日は本会計

大学院の会計4分野の必修基本科目を担当す

る教員が集まり、今後、本会計大学院がどの

ような会計教育を志向する必要があるのか、

教育内容や制度も含め議論しました。 

 

 

１．各担当教員の思い 

 

山本 前回の認証評価の際に、LEC 会計大学

院の特色を打ち出したカリキュラムにす

べきではないかという指摘がありました。

それを受けてまず会計大学院協会が出し

たコアカリキュラムに全面的に準拠して、

それに沿ってカリキュラムを大幅に見直

した、というのが今の体制のそもそもの始
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まりでした。その上で科目や、教え方など

の特長・特色を探求してきているわけです

が、2014 年に認証評価を受けるにあたり、

それをもっと強化するにはどうすればよ

いか、という話ができればと思います。 

キーワードとしては、社会人の再教育と

いうのが普遍的な前提としてあり、もう一

つ教え方という点では、理論と実務の架橋

教育というのが、専門職大学院にはおしな

べて求められていますので、この２つをキ

ーワードとしてやっていきたいと思いま

す。そしてこの２つについては、先生方も

かなり実態に即して既に授業をしていた

だいていると感じています。 

まずは、先生方がどういうお考えをもっ

て授業にあたっておられるか、各領域の授

業内容を含めて先生方の思いを伺いたい

と思います。 

 

＜財務会計＞ 

斎藤 広く会計の世界で、多くはまず簿記を

勉強すると思いますが、主に簿記と会計が

その中心となると思います。会計といって

も財務会計と管理会計の分野があります

し、特に税理士志望者は受験勉強では管理

会計の分野はほとんど接触することがな

いので、そういう点からも本会計大学院の

管理会計の分野は彼らも期待していると

ころだと思います。 

財務会計の世界は、大企業ならディスク

ロージャー制度という制度に組み込まれ

てくるわけで、制度ということになると、

当然会計情報の信頼性を担保する監査が

出てくる。監査というのは実際は公認会計

士がやりますが、反対に監査を受ける側と

して、会社勤務の学生や税理士の世界でも、

監査の知識はあったほうがいいし、法的な

監査ではないにしても役に立つ面がある

んだろうと思っています。そして、企業で

の税金計算には当然租税法分野の知識が

必要で、その背景には企業法の知識も当然

必要だと。特に税理士の方はあまり企業法

を知らないことが多いので、そういうこと

からしても、いろいろな分野で専門の教員

が講義をしているのは意味があることだ

と感じています。 

 

授業に関して申し上げると、例えば、「儲

けには会計上の当期純利益と税務上の課

税所得があり、当然それは違うものだ」と

いうことがありますが、その程度の内容も

４年制大学ではあまりきちんと教えられ

ていないというのが実態のようです。更に

は、例えば、会社はどうやって潰れるのか

と考えた時に、お金がなくなれば潰れる、

そうなれば資金収支くらいは知っておか

ないといけないと思います。ただ収支計算

の話も同じく4年制大学では教育から漏れ

ている世界かなと感じています。 

そのため、私の授業では、その3つの儲

けは全部違うんだという説明から始めて

います。3 種類の儲けがある、それぞれど
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う違うのか、それを理解してもらえると会

計と税の違いというのは明確になります。 

もちろんこれは別表４の世界であり、他

方では税効果会計の世界です。税効果を読

み解けないと大企業の決算書は読めませ

ん。もう一つ、キャッシュフロー経営が一

時流行りましたが、キャッシュフロー計算

書を理解するには会計と資金収支の違い

がわからないと当然わかりません。その辺

の収支計算との違いがわかると、今度は非

営利法人の会計も比較的理解しやすくな

るでしょう。 

非営利会計や公会計をみていくと、改め

て「株式会社の会計はこういう特徴があっ

たんだ」となりますね。それを全部含めた

ところで、だんだん全体像がわかってきて、

違いもわかってきて、という流れで結び付

けられることを期待して話をしています。 

そこで気をつけていただきたいことは、

全体的に総合的に判断する、別な言葉でい

えば「バランス感覚」を持っていただきた

いということです。一連の理解が構築でき

れば、中小企業の場合でも、「本当はある

べき姿はこうです、すぐにはできなくても

将来的には目指しましょう」というような

指導もできるかもしれない。 

中小企業会計指針というものがありま

すが、あれを果たしてどういう風に使って

いけばいいか、という問題もあります。あ

の内容をそのまま言葉どおりにとらえた

らとんでもないことになってしまう、とい

うところまできちんと理解した上で学生

には修了してもらいたいと思っています。 

更に言うと本当はあの指針を使って融

資をする銀行担当者にもぜひ勉強してほ

しいですね。指針が要求している減損会計

や税効果を理解していないために、むちゃ

な要求をしているという話が実際実務的

にはありますので。その点からも、資格志

望者だけではなく、なるべく大勢の方にぜ

ひ会計大学院に来て、勉強し、理解してい

ただけたらと思っています。 

学生に共通の認識として 終的に持っ

てもらいたいのは、「唯一絶対無二の完全

無欠のルールなんてありえない」というこ

とです。それぞれ多少問題はあるし、相互

にみていくと結構矛盾もある。それを総合

的にどう判断していけばいいのかという

こと、つまりバランス感覚を養って欲しい。 

あとは作る側だけではなくて、読む側と

してのリテラシーも高めて欲しいです。今

の会計基準に基づいて作られた決算書を

どこまできちんと読めるんだろうか、どこ

までだまされてしまうのか、どこまで誤解

してしまうのか。実は9割以上の方は会計

なんてよくわからずに決算書を見ている。 

その時に、「今の会計基準はいろいろな

改正を経て透明性の高い信頼性のアップ

した、昔のダメ財務諸表ではないんだ」と

いうようなことを変に喧伝されてしまう

と、逆に今の決算書を見てとんでもない誤

解をしている人がたくさんいるのではな

いかと思ってしまいます。 

つまりはどういう点を注意して見てい

ったらいいのか、ということを少なくとも

この会計大学院で学んだ方には十分理解

していただき、それをぜひ世の中にも広め

ていただきたいと願っています。つまりは

リテラシーです。そして、リテラシーに当

然必要になるであろう知識をまずは身に

つけていただきたい。 

同時に、大学院の授業は資格試験の受験

勉強とは違うので、単に知識を詰め込んで

もなにも閃きません。応用力をきかせて閃

くことのできるリテラシー力を高めてい

ただきたいと思っています。作る側も読む
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側もそうやっていかないと、かえって会計

が邪魔をすることがあるのかな、というよ

うなことを常々思いながらやっています。 

山本 斎藤先生のシラバスを今回改めて読み

ますと、今先生がおっしゃった内容がまさ

に反映されているな、と感じました。 

特長として、一体的かつ体系的な理解を

構築するために、その網羅性と、いわゆる

ベースとなる考え方を身につけることと、

とにかくその上に成り立つ考える力の養

成ということをまずは目指されている、と

いうことです。 

例えば、財務会計論シラバスの授業目的

には「広範かつ体系的な知識を身につけて

もらう」ということが明記され、到達目標

には「会計を巡る広範な世界を体系的かつ

実践的に使いこなせるようになること」と

具体的に書かれています。 

会計制度Ⅰ・Ⅱという、財務会計論に連

なる科目も更に斎藤先生にご担当いただ

いていますが、そこでもこの財務会計論に

つながるかたちで全体を体系的に掴むと

いう意図を感じます。さらに税法とのつな

がりという面では税法会計、ディスクロー

ズという面ではディスクロージャー制度

でその考える力というものを養成してい

く。この科目郡全てで斎藤先生が目指され

ている世界が実現されようとしているの

だな、と思いました。 

斎藤先生のもとで授業を受けた学生は、

そこから関連して租税法や監査や管理会

計に思考を向けやすくなっていると思い

ます。カリキュラム全体としても、まず基

礎というところを押さえていただいてい

るという気が致します。 

では次に管理会計担当林先生お願いし

ます。 

＜管理会計＞ 

林 税務を入れていわゆる会計４科目ですね。

財務会計は企業の外観を鏡に映しだして

外部に報告するための会計です。管理会計

はマネジメントアカウントですから、企業

経営の道具として、企業内部の実態を鏡に

映しだすための会計です。監査は、鏡に映

しだした会計数値が信頼に足るものだと

いうことの保証業務です。 

 

その意味で本来すべての企業は監査を

受けなければいけないんです。日本では政

策的に監査をうける企業の範囲を狭めて

いますから、信頼性の低い財務諸表がまか

り通っているんです。アメリカでは、ミス

ユニバースのコンテストやアカデミー賞

なども監査が入る。それが本来の保証業務

としての在り方だと思うのです。ところが、

どうも日本の場合、監査がなかなか浸透し

ていない。もっともっと広げるべきだと思

いますね。 

次に税ですが、日本の会計はある意味で

税務申告のための会計になっていますか
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ら、とても重要です。しかし税は会計では

ありません。会計と税はわけて考えなくて

はいけないと思っています。 

私は税理士として中小企業のおつきあ

いもしています。よく思うのは中小企業の

社長は税理士を頼りにしている、というこ

とです。彼らの 大の関心事は節税である

のは言うまでもありません。しかし、税金

以外に、会社経営とか、管理会計とか、シ

ステム化の相談も受けます。ところが、税

理士は税の専門家であるけれど、経営や管

理会計などについては特別な教育を受け

たわけではない。 

本会計大学院の学生には、大手の会計事

務所の番頭さんに近い人がたくさんいま

す。かれらは社長に自己流の経営指導をす

る訳です。 

経営に関する相談が多いのはなぜかと

いうと、中小企業の多くは赤字会社だから

です。私は、その行為は非常に危険だと考

えています。税金計算で失敗したら恥をか

くか、罰金を払ったりすればいいだけです。

でも、的外れのアドバイスで会社が潰れる

かもしれない。そうなったら、従業員もそ

の家族も路頭に迷ってしまう。だが、税理

士はクライアントを一社失うだけです。 

ですから、税務以外のことを軽々に指導

してはいけないのです。しかし、そうした

アドバイスを実際にしているな、と感じる

学生が毎年数人います。 

経営は 終的には経験ですから、税理士

や会計士が的確なアドバイスはできるは

ずがない。ですが、管理会計のアドバイス

はできます。そして、管理会計こそは経営

者に重大なヒントを与える経営情報です。

したがって、税理士であっても、管理会計

の勉強をするということは不可欠だと思

いますね。とはいえ管理会計もまた経験が

不可欠です。 

ドラッカーは「経験していないことは理

解できない」といっています。例えば、著

名な学者が書いた管理会計や原価計算の

テキストは何度読んでも理解できない、と

いう悩みをよく耳にします。国内外で原価

計算システムを何社も導入してきた私で

も理解不能な内容ですから、初心者が理解

できるはずがありません。 

一度でも良いから原価計算システムを

設計して導入してみれば、標準原価計算や

総合原価計算が原価管理に役立たないこ

とはすぐにわかります。そして、すべての

単元が完璧に連動していることも理解で

きるはずです。つまり、管理会計は経験し

ていないとわからないのです。 

そういった意味で、会計大学院の１つの

ミッションとしては、経験させること、模

擬的に経験させることだと思うのです。例

えばある会社を想定して、発言させて、そ

れに対してちょっと意地悪な質問をした

り、ディスカッションしたりして、経験さ

せることはとても重要だと思っています。 

税についてもう１つ付け加えますと、例

えば節税と言いますが、いくら節税がうま

くいっても、潰れたらおしまいです。そう

いう節税のために、税金のために、会社の

存続を危うくするような税理士がたくさ

んいます。 

例えば事業承継とか、借金してアパート

を建てるとかして、完璧な節税対策をした。

でも、そしたら親が亡くなって、兄弟間で

会社の経営権争いが起きたり、税金を払う

金がない事がわかったりと、そういうこと

がたくさんある。大切なことは事業や生活

の継続性であって、一時的な節税ではない

のです。その点を気づかせるというのが、

会計大学院の重要な使命であるというふ
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うに考えています。 

山本 管理会計は林先生と私で授業を担当し

ていますが、非常に感じているのは、たぶ

ん斎藤先生の授業のやりかたとは対極的

だなということです。 

それは管理会計の特質からくるものな

ので、それはそれでいいのでしょう。それ

は何かといえば、本質は何かということで

す。 

例えば、伝統的な管理会計でいう利益率

と回転率の問題にしても、キャッシュフロ

ーの観点でそれを解釈するとどうなるか、

という、ある意味本質的かつ先端的な議論

を全 15 回通じてずっとしているような授

業内容です。それは林先生が先ほど言われ

た、気づかせるためのツールとしてはここ

をおさえておかないといけない、というこ

とを伝えようとして、そのようにしている

のだと思います。 

斎藤先生と林先生にはご自身の専門領

域以外の分野も含めてコメントいただき

ましてので、この流れで篠宮先生と小山先

生にもお願いできますか。 

 

＜監査＞ 

篠宮 もともとの制度設計として、会計大学

院は会計士を目指すという大学院であり、

様々な経緯から会計士を目指す方自体が

ここ数年減ってきたことから、大学院も経

営を考えると会計士を目指す方ばかりを

集めていられる状況ではありません。 

現状、本会計大学院は圧倒的に税理士を

目指す学生が多くなっています。ですが、

会計大学院そもそもの制度設計としての

「会計士短答式試験一部科目免除」という

大前提は変わらないため、監査領域での科

目履修が必修になっているという現実が

あります。 

林先生の話にもありましたが、現在の実

務からいえば監査はとても狭い世界です。

会計士も3万人程度しかいないし、上場企

業も日本には 4000 社しかない。会社法で

監査を受けるという会社もそれにプラス

して 5000 社程度しかありません。日本の

企業数は400万ともいわれていますが、そ

のうち会計士が監査する会社は1万もある

かなというイメージだと思います。 

 

一方税理士には、もしかしたら誰でも一

生のうち１回くらいはお世話になるかも

しれないですよね。 

本会計大学院の現状からすれば、多くの

学生は必修要件だから監査科目を履修し

ている、というのが実情だと思うのです。 

大半の人は少なくとも入り口的には、税

理士になるのには必要ない知識だ、と思っ

ています。その状況からも、まず、監査と

いうものはどういうものか知ってもらう、

ということを特にここ数年、意識してやっ

ています。そういう意味では、数少ない会

計士志望の方にとっては、レベルの低い授

業をやっている、という負い目もあります。 
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よく税理士さんは「税務監査」と言って

いますね。今日監査をやってきたとか、税

務監査してきたとか。それは何を指してい

るのか。 近私も税理士登録しましたので、

税理士さんが言う監査とは何か、気になっ

てきています。税理士が使う監査という言

葉とそれに付随する実務がどういうこと

かがわかれば、これからまた授業で違った

こともできるかな、と感じ始めています。 

それから、私がいつも一緒に仕事をして

いる３０歳くらいの会計士が 近税理士

登録をして、先日はじめて税務調査に立ち

会ったそうなんです。私は税務調査につい

て「国税がやるのは監査と同じだ、彼らが

まさに監査手続きをしにくる」と彼に言っ

ていたんです。そしたら彼に「初めて税務

調査を受けてみて篠宮さんが監査と同じ

だと言っていたことがやっとわかりまし

た」と言われました。 

他方、私も今、コンサルタントとして会

社側で内部統制の評価業務をやっていて、

監査人の内部統制監査の対応をしている。

つまり言い換えれば監査を受ける立場の

仕事をしています。 

私にも内部統制監査の経験があります

から、「私がこう言ったら監査人はこう返

してくるだろう」という予測のもとに作業

をしています。たぶん相手はやりにくいで

しょうね。ただ、そういうことが重要だと

思うのです。いわゆる、さじ加減ですね。

ですから、「税理士業務にも監査の知識が

必要」だと思っています。監査をしろとい

うわけではないですが、手法とか考え方と

かを知るということです。 

上場企業は数字をできるだけ良くみせ

たいというのが圧倒的に多いので粉飾を

する。どちらかというと利益をよくみせる

ほうです。なぜかというと、やはり世間に

は数字がいいのが良い経営者であるとい

う評価があって、だから良く見せたい。結

果、財務諸表を偽る。 

これを先ほどの話に敷衍すると、節税す

るために、法人であれば財務諸表を偽るわ

けです。費用を多くして、売上を少なくし

て。ですから、良く見せたいか悪く見せた

いかの差だけであって、結局、財務諸表の

虚偽表示をやっていること自体は、粉飾決

算も脱税もなんら変わることではない。 

監査人は虚偽表示を見つけられずに適

正という意見を出してしまえば処罰を受

けるのと一緒で、税理士の場合は、確かに

納税するのは納税者なので脱税で処罰さ

れるのは納税者ではありますが、それによ

って税理士としての信頼を失うことは十

分にありえる。士業である以上、自分のや

る仕事に責任をもたなければいけないし、

かつ数字を見る仕事である点では究極的

な目標は同じだと思うのです。 

監査は懐疑心というか、我々は何を一番

見なければいけないかというと、結局は経

営者の誠実性です。それはたぶん納税者に

対しても一緒でしょう。税金なんて払いた

くないとみんな思っていると思いますが、

そうはいっても誠実に法律の範囲内で税

を納める。この点で監査と税務というのは

本来的に合致するのだろうと思います。 

以上のような問題意識を持って講義内

容を良くしていこうと考えています。そう

は言っても、会計大学院の制度設計上、会

計士短答式試験一部科目免除に相当する

レベル感の授業をやらなければならない

部分もあり、現状ではそこにギャップを感

じているので、それをいかに解消するかと

いうことが私の課題となっています。 

山本 篠宮先生のシラバスを見ると、重要な

部分に非常にフォーカスされているなと
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感じます。今の本会計大学院の学生の構成

から考えて、 初なかなか興味を持たない

人たちに 低限これは伝えなければいけ

ない、という観点から構成されています。 

その一方で、先生もすでに認識されてい

て苦労されている部分ではありますが、税

理士でも監査の考え方を知るということ

は非常に重要だという意識を強く感じま

す。 

篠宮 そうですね。税務調査と会計士がやる

監査はそんなに変わらないんですよね。目

的感が違うだけで、やる手続きや手法はそ

う違わない。結局、学生の多くは会計士の

監査を知らないので、究極的には授業の中

で監査実務をやってみる、ということが重

要だと思うんですよ。 

監査の実務をやる、というのもなかなか

難しいかもしれませんが、相川先生が担当

されている監査手続論では 後の２回は

監査のシミュレーションをやる、というこ

とになっています。「やってみる、もしく

は、やっているところをみせる」というの

は大切なのかな、という気がしますね。 

山本 その辺は確かに課題ですので、あとの

テーマでじっくりお話しさせて下さい。で

は小山先生、お願いできますでしょうか。 

 

＜租税法＞ 

小山 租税法というのは大きく２つのアプロ

ーチに分けられます。1 つは法律的なアプ

ローチです。そしていくら法律といっても

法人税法、所得税法については、適正な所

得金額を算定できなければ納税額が出て

きませんので、2 つ目として会計的アプロ

ーチがやはり必要ですね。 

私自身は大学 1・2 年の時、会計学、会

計理論からまず学習をスタートし、次に租

税法、法律的なものに触れていき、そして

税理士という資格をとったわけです。 

適正な所得金額を目指していくために

は、財務会計の知識は当然ながら必要とい

う意識とともに法的アプローチからみる

ことの重要性も感じてきました。ただ私は

特に会計分野の学習から入ったものです

から、法的アプローチは、法律的に適用要

件など様々法的な手続きを考える時には

非常に大事ではあるけれども、やはり国家

の財源である適正な所得金額を求めるた

めには、会計理論いわゆる企業会計の知識

がやはりすごく大事だと考えています。 

 

企業は日常、経理処理・会計処理を行な

いますね。法的アプローチから考えますと、

当然民事法、民法、会社法、商法などが前

提とされていて、例えば通常の商品売買に

しても必ず取引という契約にもとづいて

会計処理を行っているわけです。その段階

で法人税額が課税要件に適っているかと

いう大前提がほぼ決まってしまうのです。 

したがって、会計的知識を十分に身につ

けていけば、適正な法人税、所得税の判定
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ができるはずです。更にそこにきちんとし

た根拠があれば、税務当局に説明できます

し、基本的に企業もトラブルを回避できる

と思うのです。 

税務調査の終了時に、是認と言って、企

業側の処理が全面的に正しかったという

ことになる可能性は十分にあるし、当然実

際に適正に対応しているところは是認の

通知をいただいています。やはり７～８割

はここの段階で決まると思います。 

また、良く租税回避行為と節税行為とい

うことが取り上げられますが、やはりそこ

には納税者側にも問題があると思うので

す。法律の穴をぬけるような処理ですね。

それを租税法律主義という観点から、法律

に規定がないからそれはやってもいいの

だということでくぐりぬけようとする傾

向が 近多いわけです。 

税理士は、当然そこに適切なアドバイス

をしていかなければいけない。税理士は納

税者、中小企業の相談相手なんですよね。

中小企業で弁護士を顧問にしているとい

うところはまだまだ少ない訳です。やはり

顧問税理士に相談をすることが多い。です

から税理士は意外と大変なんです。当然税

務の専門家でありながら、ややもするとち

ょっとした法律的な問題も身の上相談的

なことも、全部トータルでやっていくこと

が求められます。 

中小企業の社長は孤独です。税理士は意

外に身近ですから、信頼関係がだんだんで

きてくれば、本当に身近な相談から何でも

話してもらえる。そうなると税理士が、節

税についての相談を受けた時に、「それは

租税回避にあたります」という啓蒙活動が

できるようになってくると思いますし、ま

たしなければならないと思うんです。 

よく学生に言っていることですが、所轄

の税務署の事案であれば所轄の税務署で

話し合って、お互いにソフトランディング

で解決するのが理想的だ、ということです。

はっきりいえば、全面的に企業の会計処理

というものを是認してもらう、ということ

が前提で、そこへ適切に導くのが税理士だ

と思うんです。 

それでもトラブルになることがあるで

しょう。所轄の税務署との話し合いで解決

できないなら不服審判所、また 終的には

司法の手にゆだねなくてはならない。それ

らはトラブルを解決していく仕組みでは

あるのですが、大前提として円滑な税務行

政というものがあり、その実現をはかって

いくには相互理解できる基盤が必要だと

思うのです。それにはやはり適切で明確な

根拠に基づいた会計処理が必要です。 

ここに会計大学院の大事な役目がある

のではないかなと思います。税理士という

のは、オールマイティな相談相手であり、

その基盤は税金のプロとしての職業会計

人ということにあると私は考えています。 

税理士がオールマイティな相談相手で

あるということで言えば、例えば社会保険

業務は当然できないのですが、それに関連

する相談は受けるわけです。 

学生によく言うのは、「税務を中心とし

ながら、いろいろと広い分野で総合的に知

識を高めていくことが大事だ」と。そうい

う面でも会計大学院が大きな役割を担っ

ていると思いますね。学生が修了後に訪ね

て来たりしますと、やはりトータル的に成

長していると感じます。 

私は、カンパニーという言葉が好きなん

です。仲間、という意味です。ラテン語か

ら派生していて、一緒にテーブルでパンを

食べるということからきているようです。

初めに仲間という意味ができて、同じ目的
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をもって集まる、ということでそれから会

社という意味になったと思うのです。 

会計大学院を機会にして、学生には多く

の仲間を作って欲しいですね。同じ税理士

という目的を持った方が集まっています

から、税理士になった暁にはお互いに助け

合っていろいろな事案を解決していくこ

ともできます。 

私の授業では学生に発表をしてもらっ

ていますが、論文を書くにしても、自ら研

究をするということですから、その中でと

にかく「調べる」ということがちゃんとで

きるようになるし、調べる際にも何を調べ

れば良いかという着眼点が磨かれます。更

には、例えば３人で1つの項目を担当する

場合一緒に調べますね。その中でコミュニ

ケーションが非常にとれるわけです。その

ようにしてできた同じ目標をもった仲間

は本当に大切で、一生の友人になる可能性

だってありますよ。 

山本 なるほど、確かに総合力のある会計人

を養成するべきでしょうね。本会計大学院

紀要第7号（2010年 7月発行）で、税理士

として活躍している修了生の座談会を実

施していますが、その中でキーワードとし

てでたのが、税理士は「町医者」である、

ということでした。このキーワードは非常

に印象に残っています。 

ところで、小山先生の租税法のシラバス

は税法の論理的理解を非常に意識されて

いると思います。総合力を身につけること

や、調べて考えていくことの点で、論理的

思考は必須であるとの記載がありますが、

その点につき追加でコメントいただけま

すでしょうか。 

小山 税務の問題は、同じような事案でも若

干条件が違うことがほとんどです。その時

に論理的思考が身についていれば、「これ

が前提となってこういうケースがある、そ

れならそれに倣って、こうも考えて良いの

ではないか」という思考ができるようにな

りますね。それは、やはり研究を通じて身

についてくると思います。 

私は日頃から学生に、「とにかく授業に

はしっかりと出席しなさい」と言っていま

す。授業というのは、専門の教員がそれぞ

れ研究したことを直接伝授する貴重な機

会です。ノウハウが詰まっているんですよ

ね。それをぜひ学んでほしいです。仕事が

本当に忙しい時もあるでしょう。ですが、

できる限り授業は休まないこと、休まなけ

れば、その分、専門の教員のノウハウを 1

つでも多く習得できることにつながるの

です。 

山本 確かに本会計大学院の大きな特色は、

それぞれの専門教員のノウハウを、しかも

非常につまっている状態のものを学べる

ということですね。 

小山 各専門教員が理論的な面も扱いながら、

実践的に授業を実施しているのは魅力で

すね。 

 

 

２．養成する人材像と会計大学院の役

割 

 

山本 ここまでのところで先生方からいくつ

かのキーワードが出ました。斎藤先生から

は、「芳醇な知識を身につけ、かつバラン

ス感覚を持ち、更にその上で閃きができる

会計人を養成する」というお話がありまし

た。林先生からは、「経営というもの対し

てアドバイスできるための能力を養成す

る」ということ。篠宮先生からは、「会計

士だけでなく税理士や一般企業の方も含

めて監査に対する理解を構築する」、そし
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て、小山先生からは、「税理士として活躍

するためには会計をまず十分に深く知る

ことが必要で、更にそこから総合力を身に

つけるという点で、様々な分野について深

く知るということが重要」ということでし

た。 

会計大学院は当初は公認会計士の養成

ということが目的で設立されたわけです

が、本会計大学院の現状は、どちらかとい

うと税理士を養成するということに変化

しており、どうしてもそこを中心に考えざ

るをえないと思っています。 

かといってそれだけに固執するという

ことでは当然なく、先ほど税理士は町医者、

というキーワードがでましたが、それなら

ばどういう町医者があるべき姿なのか、と

いうことが一つの議論の方向性なのか、と

思います。どういう町医者、もしくは会計

職業人を養成することが必要なのか、つま

り目指すべき姿ですね、その点につき議論

を発展させていきたいと思います。 

斎藤 会計士・税理士、またそれ以外の何ら

かのプロフェッショナルの方に共通かと

思いますが、私は自分を「よろず相談屋」

だと思っています。よろず相談屋として相

談者に何らかのことを言えるためには、自

身がいろいろなことに関わって、いろいろ

なことを知っておく必要がありますね。 

そう思い始めたのも、以前監査法人の仕

事にかかわっていた時、毎年後輩が入って

くる中で、結構若くして会計士試験には合

格したというような人がいますが、当然、

資格試験に合格するレベルの知識はある

のでしょうが、いろいろ話をしてみると驚

くほど何も知らない。例えばゴルフの話も

野球の話も知らないし、それなら他のスポ

ーツが好きなのかと聞いてみても、何もや

ったことがないし、特に興味もない。好き

な作家は？音楽は？、何の話をしても全く

のってこない人がいます。本当に何も知ら

ないんですね。こういう人を現場に放り込

んでしまったらきっと仕事になりません。 

具体的な仕事はまだ監査法人に入った

ばかりですからできないにしても、まずも

って世間話はできないし、仮に彼が税理士

だったとしたら、よろず相談なんてとても

できません。話題がないし、何を言っても

反応しない。これではまずいです。 

私は受験勉強に特化できるほど集中力

がないし気の多いタイプですが、その分、

好奇心は常にあります。明日試験だから本

当は勉強しなければいけない中、ついつい

余計な本を読んでしまう、ステレオのスイ

ッチを入れてしまう。与えられたことを素

直に吸収せずにやたら妙な疑問を次々抱

いて拘ってしまう。こんなダメ受験生とは

違って、資格試験に合格するという目標の

ために、一生懸命素直に受験予備校の指導

を受けて、それでさっと合格する方もいる

のでしょう。 

好奇心があれば会計以外のいろいろな

ところに気が向くはずです。更には、人に

も興味がないのだとしたら、世間話も聞い

てあげられない。「この人は私の話をきち

んと聞いてくれた」ということから信頼に

つながるんだと思います。そういうことは

会計大学院で教えるものではないのです

が、本学の教員陣は結構気の多い人がいま

すからね。良い手本か悪い手本かわかりま

せんが。ひたすら仕事だけに特化、ではつ

まらないですよね。 

山本 幅は重要ですよね。 

斎藤 もっと楽しく生きていきましょうよ。 

山本 「よろず相談屋」ですね。「町医者」に

代わる非常に適切な表現ですね。 

篠宮 本会計大学院の学生は社会人が多いの
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でそんなには感じませんが、士業を目指し

ている人の中には、「プロフェッショナル

＝人に興味がなくてもいい」と勘違いして

いる人も多いです。 

近の若い会計士から、「監査の現場に

出て、会計士がこんなに人と話す仕事だと

は思わなかった。パソコンに向かってひた

すら情報を入力すれば仕事は終わるもの

だと思っていた。」という話を聞きました。 

コミュニケーション能力はいらない、と

思って士業に足を踏み入れている人が意

外と多い。特に会計士や税理士は、弁護士

と違って数字を見るのが仕事で人と接す

る必要ない、帳簿や領収書を提出してもら

って、それを見れば仕事が終わると思って

いる人たちが多いと思います。 

山本 大学院教育として考えると、やはりコ

ミュニケーション能力を向上させるとい

うことをもっと明示的に意識することが

必要かもしれないですね。そう考えると、

先ほど林先生がおっしゃった「経験させる

こと」というのが一つのキーワードになっ

てくるのかなと思います。 

林 経験の話に行く前に、「よろず相談屋」に

ついてですが。確かに広く浅くすべてのこ

とを知らなければいけないんですけども、

前提として、絶対の自信をもった専門性が

なければダメだと思うんです。 

実はうちのそばに医者があって、看板に

内科外科皮膚科と書いてある。専門は何だ

ろうと考えるわけです。うちの家内に言わ

せると、とても良いと言うんです。例えば

子供が怪我をした時に連れていけばちゃ

んと消毒して縫ってくれる、風邪ひいたと

いってつれていけばちゃんとみてくれる、

「ああ○○先生は良い先生だ」と言うんで

すよね。でも希な病気があった場合に、彼

らはそれを見つけることができないわけ

ですよ。 

ですから、いろんなことを知らなければ

いけない。職業会計人である以上、財務会

計も管理会計も監査も税務もそれはある

程度知っていなければいけないですよね。

そして、その中で専門性を持つ。 

以前、誰の言葉か忘れてしまったんです

が、大塚先生が、「全てのことについて何

かを知っていて、何かのことについて全て

を知っている（I know something about 

everything, I know everything about 

something.）」と、おっしゃっていました。

まさにそれにつきると思うんです。士業で

も、仕事がないからといって、そんな仕事

でも全部引き受けてしまうというのがい

ますね。それは絶対だめだと思うんです。 

斎藤 そもそも１６歳で合格してしまう国家

資格、というのも本当にヘンですよね。も

ちろんその１６歳の彼は一生懸命がんば

って優秀なんでしょうけど。 

林 その彼が通っている学校だけでなく、有

名一貫校でも大学入試がないから資格試

験の勉強をしているところがあるようで

す。それはやはりまずいと思いますね。 

小山 林先生のおっしゃることは痛感します

ね。自分の専門外のことも幅広く興味を持

つということが大事ですし、中小企業に行

ってもいろいろな話がでますから、雑学も

必要です。 

私の昔の顧問先に、能や狂言に興味のあ

る社長さんいらっしゃいました。たまたま

私の高校時代の先生が能と狂言の先生だ

ったので、「まあ一生に一度くらい、能と

狂言を見る機会も必要だろう」ということ

で、高校３年の時に水道橋の宝生能楽堂で

講演を見せられたことがあったのです。 

その経験のおかげでコミュニケーション

がうまくいったということがありました。 



LEC 会計大学院紀要 第 11 号 

 

役に立つかどうかは別として、幅広く興

味をもってとらえていくということがや

はり職業会計人にとって大事ではないか

と思います。勉強ばかりやっていれば資格

はとれるでしょうが、その後、実際にクラ

イアントとの話では、いきなり税法の条文

がどうの、という話にはならないですよ。 

周辺のいろいろなことから徐々に信頼

関係を構築して、そして具体的な税務の話

に行くわけです。税理士といっても、確定

申告書を作成するだけの職業ではありま

せんし、まずもって教養を身につけること

が大事ではないかと思います。 

林 残る方向性としては、深掘りですよね。

今は深掘りしていない人が多いです。３つ

くらい質問するとわけがわからなくなっ

てフリーズしちゃう人が多い。これはたぶ

ん、これまで耳学問ですべてやってきたか

らでしょうね。小山先生が先ほど論理的に

考えることを言っていたでしょう。あれは

深掘りをやる人はそれができますが、やら

ない人はできないですよね。 

山本 そう考えてくると、会計大学院の役割

としては、町医者としての役割を果たすた

めに、教養や知識はある程度幅を持って身

につける、それを補完する意味でも仲間を

作る、ということが大切ということですね。 

もう１つは、絶対の自信のある深い専門

分野を作っていくというところに見いだ

されるのではないか、ということでしょう

か。 

小山 林先生が言及されたように、税理士が

だんだん増え、税理士法人も多くでてきて

いますので、例えば資産税に特化した税理

士といった、専門性を持つことの重要性は

今後更に増すと思います。恐らく、税理士

でも法人税・所得税の通常のケースと資産

税に特化していくケースと二通りに分か

れてくると思われます。 

斎藤 相続・資産税に特化した方はかなり昔

からいらっしゃいますね。私も以前そのよ

うな仕事をしたことがありますが、例えば

物納手続や、農業委員会関係など特殊なこ

とが多く、かなり大変な思いをしました。

そう考えると、その分野に特化するという

のは一つの強みではありますね。それから

国際税務も特化しないととても怖くて対

応できない。風俗営業や特殊な不動産屋、

そういう業界も独特の世界ですし、ゼネラ

リストはちょっと怖いから関わりたがり

ませんね。但し、特化するということはそ

れ以外の分野に疎くなるため、いわゆるバ

ランス感覚が失われていく危険性はあり

ます。特定分野のスペシャリストも必要で

すが、総合的視野を持つ人も必要で、医者

の世界と相通ずるところはあると思いま

す。体調の悪さの原因はどこから来るのか、

専門分野の医者をたらいまわしされても

原因は正確にはつかめないことがある、人

間の体というのはそういうものなのでし

ょうね。 

小山 確かに業種によって特化した先生方も

いらっしゃいますよね。飲食店専門にやっ

ているなどですね。それですと飲食店のこ

とについては本当に詳しいわけです。税務

調査も完璧にこなせるようになる。建設関

係専門ですと工事に詳しい、ですとか。専

門に特化して更に業種区分で特化してい

る先生がでてきています。それで良いので

はないかと思います。各分野、しっかりし

た専門家が育っていけば円滑な税務行政

が実現できると思います。 

山本 そういう意味では会計大学院という場

所は、深い専門性を探求する素のようなも

のを提供するということが役割の1つでは

と思いますね。会計大学院で専門性を完成
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させるというのはまず無理なので。 

小山 やはり理論を勉強して、実践も勉強す

る場として会計大学院はすばらしいなと

思います。専門分野の先生がそれぞれ授業

を行うわけですから。ですから私は授業は

休まず出席しなさい、といつも申し上げて

いるんですよ。 

山本 ノウハウを奪え、ということですね。 

小山 そうです。９０分授業の中で必ず１つ

でも得るものがあるので、とにかくきちん

と出席していればそれだけ身につくこと

がある。出席しなければその分本当に損を

することになると思います。 

 

 

３．会計大学院教育の効果と向上策 

 

篠宮 １年次の後半くらいから、だんだん修

士論文の作成が厳しくなってきて、授業に

出席している場合ではない、という感じに

なる学生がいますよね。 

先ほども申し上げましたが、監査科目は

学生にとっては優先順位が低いですから

初回授業の出席者数と 終回の出席者数

は実際全く違います。その点、難しいなと

感じますね。 

小山 監査科目は本当に大事なんですよ。税

理士志望者でも、税務調査に対峙した時に

必ず役に立つのですから。 

山本 在院生からも修了生からも良く聞くの

は、「それまで細切れの知識だったものが

体系的に理解できるようになった」という

ことです。その点は、社会人の再教育とい

う面では大きなポイントだと思います。日

頃勤務している中でも、それぞれの業務は

大変詳しいですが、それが全体からみると

どういうポジションにあるのかや、制度全

体からみるとどういう役割を担っている

のかなど、そういった理解は会計大学院に

来て初めて涵養されるのではと強く感じ

ています。 

小山 入学した時点と修了時点では、考え方

が全然違うんですよね。それを本当に感じ

ます。論文指導を担当していますが、論文

作成に取り組むことが意外と税理士試験

の合格に結びついているんですよね。シナ

ジー効果があると思います。税理士試験合

格発表の時期、学生が「先生、受かりまし

た！」と報告にきます。人によっては2科

目同時に合格したりもしています。 

山本 それは確かにありますよね。受験予備

校の資格試験対策の勉強法ですと、とにか

く暗記暗記できていて、それは全体として

どういう考えに基づいているのかという

ところの解説はないようです。 

小山 これまで税理士試験の受験を１０年、

２０年と続けてきた方が、在院中に合格し

てくるわけですよ。会計大学院で学修して

いると何かが違うんですね。論理的思考が

養成されて、試験委員の設問に対して適確

に答えられるようになるのではないかと

思っています。 

山本 論文を書くというのは、まさに経験さ

せるという点では１つの大きな機会だと

思いますが、科目によっては、ほぼ毎回発

表形式でディスカッション中心に展開し

ていると思います。斎藤先生の特にディス

クロージャー制度では発表ベースで議論

していますし、篠宮先生の監査事例研究、

林先生の応用管理会計・管理会計事例研究

もそうですね。それがまさに経験させる、

ということにつながっているのではと感

じます。 

小山 私の授業では、レジュメ作成の上、学

生に発表をしてもらっていますが、基本的

には自由に任せています。そうすると一人
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一人書き方も発表の仕方も違います。経験

を重ねることによってだんだんそれがし

っかりしてくるのではと思います。 

山本 現在、一人の担当教員による通常の形

の授業に加えて、二名以上の担当教員によ

る協働授業もあります。そういう面では、

教える側から伝えていく工夫というのは

されており、一方では、事例研究や実習形

式の授業もかなり充実させてはいるので

すが、もっともっと、経験させる、という

ことが全体としては必要なのではないと

感じています。 

ただ、時間割枠などの関係もあり、科目

を新たに増やすことはままならないため、

既存の設置科目の中でどう進化をはかる

か、という考えが必要になってくる訳です。

そうなると、教え方ですとか、その点で何

らかの工夫というようなものが、今後本会

計大学院が進化していく鍵となるのでは、

とずっと考えています。簡単には答えが出

ない、非常に難しい問題だとは思うのです

が。 

篠宮 授業回数は全部で１５回ですが、その

全部を講義形式でやるのではなく、その中

で１、２回はディスカッション形式にする

などを検討する、ということになります

か？現状の延長線上で考える、ということ

であれば。 

山本 そうですね。それは1つの方法だと思

います。 

 

＜ゼミ制と定員管理＞ 

篠宮 現在、履修人数が多い科目がたくさん

ありますよね。私が担当する監査論は必修

科目ですので、何十人と履修者がいます。

その場合、学生に発表してもらうとしても、

満足する発表をしてもらえるかという懸

念もあります。 

やはり１０人程度の授業じゃないと、発

表してもらって、その後しっかりとディス

カッションするという方法は難しいので

はと思います。密度の濃いやりとりをしよ

うと思うと、教員一人で対応できる学生の

数はやはり１０人程度でしょうか。それを

超える多人数の授業となると、どうしても

教員側からの一方的な発信というのが基

本的な形になるのかなと思います。 

山本 先般、研究科委員会でも審議しました

が、2014度から事例研究科目を中心として、

現在より定員制をもっと明確に定めたい

と思っています。１科目１５名を上限で、

と考えているのですが。 

篠宮 その場合、出席したい学生の全員が出

席できないということになりますね。そこ

が少し気になります。入学志望理由書をみ

ると、コンサルティングのできる税理士に

なりたい、ですとか、ディスクロージャー

制度に詳しくなりたいなどと書いてくる

人が多いです。そうなると管理会計の科目

をぜひ履修したい、ディクロージャー制度

はぜひとりたいという希望者は多いでし

ょう。 

そこで厳格に定員数で縛ってしまい、更

に年間１回しか開講がないとなると、２年

間で 大２回しかチャンスがない。しかも

事例研究だからある程度理解が進んでか

ら履修しようと考えると、２年次にとろう、

ということになる。そして実際とろうとし

た時に１５人定員の縛りがあって、となる

と、それはそれでジレンマですよね。とは

いえ、教員が同じ授業を何回も実施できる

かというのも疑問ですが。 

山本 一番重視すべきは授業の質なんだと思

います。 

篠宮 授業を履修したい人なら誰でも良いと

いうわけでもない、ということですね。あ
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る程度議論ができるといいますか、教員の

求める議論のレベルに対応できるかとい

うことを重視すれば、当然教員もやりやす

いですよね。 

山本 例えば IT リテラシーⅡという授業は

簡易なシステム実装を目指す授業です。今

年度は非常に履修人数が多いのですが、担

当教員曰く、「今のままだととてもシステ

ム実装まで達成することは無理」というこ

とで、来年度の履修人数は５名でいきたい

とおっしゃっています。「やるんだ！」と

本当に堅い意思のある人しか履修させた

くないという思いです。 

林 一昨年の事ですが、応用管理会計で、定

員２０人程度のところに４０人くらい申

請があったんですよね。それで履修者を半

分にわけて、２クラスでやることにしまし

た。そうすると面白いんです。発表の内容

も雰囲気も全然違うんです。 

篠宮 先生、どういうふうに分けたんです

か？ 

林 履修届出順で機械的に分けました。 

小山 それで一つ目のクラスと二つ目のクラ

スと、全然違ったんですか。 

林 そう、盛り上がりから深堀の仕方から全

然違うんですよ。 

小山 一つのクラスにはリーダーをとれる方

がいたのではないですか？ 

林 そうでしょうね。 

小山 例えば、深掘りできる方が早い段階で

発表をしたりすると、他の学生も、それを

参考にしますよね。模範的な方がいらっし

ゃったのではないですか。 

林 そうですね。それで、もう一クラスの学

生達に、別のクラスではこうやったと例を

見せるとショックを受けて頑張る。私も、

例えば今日の授業は話し方が下手だった

かな、こうすればわかりやすく説明できる

かな、などと気づくんです。 

斎藤 一応ゼミ形式と明示しているので、そ

れを承知で学生は履修してきていますよ

ね。ですが、１０人２０人の場合と、６～

７人の場合では、同じ形式の授業はできな

いんですよね。ディベートをする場合、や

はり１５人程度いないと、なかなかさまに

ならない。６～７人ですと、例えば３対３

ではなかなかディベートにならないので、

それなら皆でディスカッションしましょ

う、となります。 

実例を挙げますと、花王がカネボウを買

収し、買収した年の花王の連結財務諸表を

みると、売上高はどうなっているか、ほと

んど変わっていない。どうしてか？つまり

は１月に連結をしたので、みなし取得を期

末にしているため損益は取り込んでいな

いんですね。「そういえば連結でみなし取

得日というのがあったな、そうかこういう

ことか」となります。 

規則を読んでいても全然頭には入らな

いけれども、実践で考えると分かる、とい

うことですね。それからもっと極端なとこ

ろですと、カネボウを買収したのに、その

有価証券増えていますか？増えていない

ですね、どうして？と問いかけた時に「、

連結だからあたりまえ、消去してるんでし

ょう」となる。でも瞬間的には「えっ？」

と思いますね。連結の仕訳は多少は勉強し

たのかもしれないですが、実際、実践で考

えると、ああそうかと納得できる。そうい

うのは人数の多い授業で教員が一方的に

話をしているだけではなかなか難しいで

す。 

ただ、そんな多人数の授業でも、教員が

疑問を投げかけた後、ちょっと待つことは

できます。直接学生とやりとりはできませ

んが、「こうこうこうですが、でもどうし
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てでしょうか？」と、それで少し間をおく

のです。その瞬間、少なくとも自分で考え

てもらう。それをせずに、「こういうこと

です」とさっと教員が話をしてしまうと、

それで終わってしまいます。そういうのは

１つのテクニックなんでしょうね。 

篠宮 昨年度の内部統制監査はゼミ形式で実

施する予定でした。監査という制度の中で

も内部統制監査は後発の制度ですし、履修

するのは会計士を目指す学生だけかと思

っていたのですが、修了要件の関係で監査

領域としての単位が必要なため、結果とし

てかなり多い履修者数でした。 

その時、どうやって選抜するかと相談し

た際、事務局からは「２年次生を優先的に

履修させないと修了要件にかかわってく

るので」と言われ、１年次生の会計士志望

の学生が履修できかなった、ということが

ありました。 

先ほどの質という話で言いますと、私と

しては、できれば会計士を目指す学生に内

部統制監査のような授業は聞いてほしい、

と思っています。にもかかわらず、修了要

件の単位取得のために、実際はあまり内部

統制には興味のない、なかなか議論するこ

とも難しいレベルの学生たちを優先的に

履修させて、ゼミ形式で授業をスタートさ

せたわけです。結果的に、ある程度議論の

できる、あるいは発言する学生がどうして

も限られてしまうため、途中から授業形式

に変更しました。今年度は告知の段階から、

内部統制監査は授業形式で実施します、と

明記しています。 

とにかく、私は監査領域の必修要件が何

とかならないかと思っています。税理士志

望者であっても、議論してくれる人であれ

ば全く問題ありません。ただ、監査領域で

修了要件をクリアするためだけに履修す

る、という現実には困っています。 

山本 ゼミ形式の場合の選抜方法については、

事務局が方針を出すのではなく、事務局は

あくまで履修者と担当教員を仲介する役

割として機能するような仕組みが必要で

すね。本会計大学院はある意味面倒見が良

すぎるところがあります。 

 

＜選抜方式、科目配置、適正人数＞ 

篠宮 先生方は皆、授業に対して、「こうした

い、こうありたい」という熱い思いは絶対

にお持ちだと思うわけです。「こういう学

生に聞いてもらいたい」、ゼミ形式の少人

数制の授業では特にその意向に沿った学

生に履修して欲しい。定員制にするのは、

授業の質を高めるためには当然必要です

し、そうなると中身の濃い授業ができるの

は間違いないことではあるので、だからこ

そ、選抜というと大げさかもしれないです

が、うまく機能する仕組みが欲しいですね。 

林 ゼミの選抜の必要性については私も以前

から言ってきました。目的は授業の質を高

めるためです。例えば、質を高めるどころ

か、足を引っ張る人がいますね。すごく一

生懸命で、知識欲が旺盛な人たちの希望に

本当に応えるためには、やはり選抜すべき

と思います。できるならば、教員に選抜権

を与えてもらって。 

篠宮 監査領域は修了要件で 5 科目の中で 3

科目は修得しなければならず、必修科目の

職業倫理と監査論は以外の残った3科目の

中で、1 科目は何か履修しなければいけな

い。 

そうなると、履修を考える時の学生は、

授業の内容で選ぶというより、もっと現実

的な、自分の論文の進捗状況や曜日や他授

業との兼ね合いなどを優先して選んでく

るわけですね。そのため、先ほど申し上げ
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たように、本当にやる気のある人や、会計

士志望者が実際は履修できない、というこ

とになってしまっていたんです。 

山本 全体としてみると、理論と実務の架橋

教育をより高度化するためには定員管理

が重要だと。実践重視で経験させることに

比重を置く科目になればなるほど定員管

理を徹底していくのが良いでしょう、とい

うことですね。２つ目は選抜方式をしっか

り確立させるということも、合わせて取り

組んでいかなければならないということ

ですね。 

篠宮 定員管理に関しても、人数だけで見て、

レベルの足りない学生ばかりになってし

まったら結局、質は保てないことになって

しまいますね。 

山本 ３点目は監査領域の科目ですよね。科

目の数の問題もあります。 

篠宮 とはいえもっと科目を多くすればいい

というわけではないとは思いますが。枝葉

みたいな細かい内容を取り扱う科目を増

やしてもしかたがないと思います。ですか

ら、今の監査領域の科目体系が悪いという

訳ではありません。 

山本 本会計大学院の学生は圧倒的に税理士

志望者が多く、でも税理士にも監査の知識

は重要であって、そう意味で科目が絞り込

まれているというのは非常に意味がある

と思っています。 

篠宮 例えば、監査手続論だけで１つの科目

にしているのも、監査論では手続について

は深掘りしないというか、時間的にできま

せん。ですから「手続については監査手続

論でしっかり学んで下さいね」という思い

です。 

内部統制の話も、監査論ではやはりあま

り深堀はしません。ディスクロージャー制

度についても同様です。監査にはどうして

もディスクロージャー制度が関係してき

ますが、その点も「ディスクロージャー制

度で学んで下さい」と。監査論は本当に大

切なところだけを話して、他の科目で学べ

るものはその科目の中でしっかりと学ん

で欲しい、と思っています。ですから今の

体系が悪いという訳ではなくて、どうして

も必修科目以外にあと１科目は何か取ら

なければいけない、という、そこですね。 

山本 監査手続論と内部統制監査の配置が重

要になってきますね。 

篠宮 2013 年度は後期に両方配置されてい

ます。 

山本 後期に集中しているというのも原因か

もしれないですよね。前期後期に別けて配

置すれば、もしかしたら少し問題は解消す

るかもしれません。 

篠宮 または監査事例研究を２回開講する、

ですね。 

山本 租税法事例研究だけは税法修士論文の

こともあり重要なので、2014年度は前期後

期で担当教員別で２回開講することにし

ました。 

斎藤 選抜も、実際は難しいですね。会計士

志望の人に優先的に入ってもらいたいの

は本音ですが、そういう選抜を本当にして

いいのか。 

山本 選抜方式はまずは各教員の基準を出し

ていただいた後、選抜するということにな

りますか。 

斎藤 現実として、例えば３０名から５名に

絞るなんてことはできるのかな。紛糾しそ

うですね。 

林 以前、会計総合事例研究で５０人くらい

の時がありました。あれはどうしようもな

いですよね。でも１５人から２０人くらい

でしたら何とかなりますよね。 

篠宮 １５人というと単純にいうと一人１回
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の発表なんですよね。そのラインが限度か

なという気がします。発表でもディスカッ

ションでも機会均等じゃないですが、単純

に１回の割り当てということからすれば

１５人が限度でしょうか。 

山本 そういうこともあり、「定員制の上限を

１５名に」と考えました。事例研究につい

ては一律上限１５名、それ以外の科目につ

いて先生の希望により定員を設ける場合

にも一応上限１５名を目安にしたいと思

っています。 

斎藤 １５名でしょうね、２０名だとちょっ

と多いよね。 

林 ５名は少なすぎるよね。 

篠宮 学生の学びに対する姿勢という面では、

貴重な大学院での学びの機会にできるだ

けたくさん科目を履修してどんなことで

も吸収したい、という意欲の高い人と、そ

の反対のタイプの人と二極化されると思

います。 

その中間のような人はあまりいなくて、

進んでいけばいくほどその点は明確にな

っていく。毎回授業にきちんと出席してい

る人、授業には全く出てこない人、または

出てきても全然聞いてない人もいます。授

業をしていて何となく目線が合う人もい

れば、決して目立たないけれども結構まじ

めに取り組んでいる人もいるのかもしれ

ません。発言は多いけど全然分かっていな

い人もいます。その辺が、選抜するといっ

ても難しいですね。 

寡黙だから今後、士業として大丈夫か？

という人でも授業に対しては真摯に誠実

にやられている人もいるわけですし、その

点は見分けるのは難しいです。 

林 学生が 初の授業を受けて、その後変更

申請できるという仕組みがあるでしょう。

あれを逆に教える側が、例えば２人落とし

ますよ、と事前に告知しておくというのは

どうですか。よく映画でミュージカルの出

演者で２人落とすというようなシーンが

ありますよね。そうすると、みんな一生懸

命がんばるわけですよ。そういうのが良い

かもしれないですね。 

斎藤 修了生の科目等履修はあまりいないん

ですか？ 

山本 あまりいないです。 

斎藤 定員制で人数を絞ってしまうと、在学

中に取れなかったので修了後とりたい、と

いう人への門戸はあっても良いとは思い

ますね。修了がかかっていない人が授業に

参加して結局中途半端に出席することで

かえって在院生の邪魔になるのは困りま

すが。 

山本 難しいところですね。 

斎藤 人数制限するということは、何かしら

ケアをしないと、それはそれで不満がでる

のかもしれません。 

林 受けたい人からは不満がでるでしょう。

まあ安全パイだからとっておこうという

ような人にとっても不満なんでしょうが。

でも一生懸命勉強しようとしている人は

良い授業の雰囲気を作ってくれますよね。

雰囲気を汚すような人は必要ないです。試

用期間を設けて、そういう人は来なくても

いいですよと言う権限があったらいいで

すよね。 

山本 そういう風にしたいですね。試用期間

ですね。第２回目までに決まります、みた

いなものですね。 

林 ただ奥手な人はなかなか授業１回では厳

しいでしょうから、いろいろ話をしてね、

３回くらいでしょうか。 

小山 仮にですね、選抜から漏れてしまった

方は他の科目に振替ができますか？ 

斎藤 その組み合わせが難しいですよね。 
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林 誰でも参加できるような科目を１つ設け

てもらうのが良いんですね。小山先生、そ

ういう科目、設けて下さいよ(笑) 

斎藤 科目名は「小山」で（笑） 

篠宮 本会計大学院での設置科目は全部で何

科目ですか？１科目２単位で修了要件は

４４単位ですから 低２２科目は履修し

ないといけないんですね。あとはそれぞれ

の領域に必修科目のしばりがあって、とい

うことですね。修了に必要な科目数の倍く

らいはありますか？ 

斎藤 授業は平日夜１コマと土日だけで実施

しているので、あまり増やしてもかえって

とりにくいですね。今くらいが限界ではな

いでしょうか。 

山本 授業によっては年間２回開講している

ものもありますが、５１科目ありますね。

改めてシラバスを拝見して思ったのは斎

藤先生の財務会計論は年に２回あったほ

うがいいような気がいたしました。 

斎藤 秋入学生がある程度いれば、実施して

もいいですね。 

篠宮 今、監査論を年間２回開講しています

が、２回にすると意外と春入学・秋入学は

関係ない感じで履修されていますね。2013

年度後期については春入学生もいますし、

まだ入学したばかりという秋入学生もい

ます。 

小山 租税法も現在、前期・後期ともに開講

しています。半年前に入った学生と一緒に

うけることが相乗効果にもなると思いま

す。 

 

＜春入学と秋入学、そしてコース制＞ 

林 履修について言うと、対象別のモデルプ

ランがあっても良いですね。 

山本 本会計大学院の場合は会計士志望者と

税理士志望者で、春・秋入学用にマトリッ

クスでプランを作っておけばいいでしょ

うか。 

林 それから一般社会人ですね。 

山本 曜日に関しては、現在、基本的に土日

メインで修了できる方向にしていますの

で、その方向で、結果的に平日も＋αして

充実した履修が可能、という形を推進した

いと思います。 

斎藤 本会計大学院設立初期のころにはパン

フレットにモデルプランが入っていたよ

うな記憶があります。プランを出した時に

懸念されるのは、それを参考にして履修し

ようとしたのに実際には履修できないじ

ゃないか、ということです。 

綿密にやらないと、モデルプランを見る

人は、かなりその内容に縛られてしまうと

思うので、モデルプランの数を多くすると

もしかしたら首を締めるかもしれないで

すね。 

林 修了要件を満たすようにプランを出すの

ではなく、特に履修して欲しい主要科目だ

けで良いいのではないでしょうか。 

篠宮 会計の４領域だけ、とかですね。また

は基本科目・発展科目までにするとか。 

林 例えば管理会計を勉強したい人は、ファ

イナンスと経営学とミクロ経済学はぜひ

受けて下さいよ、というようなことです。 

山本 前回の認証評価の指摘で課題として残

っているのはそこなんです。学生のレベル

や志向性に合わせたモデルが準備できて

いないというところですね。 

林 作ってしまったらどうですか。主要科目

だけですね。お奨めする科目ということで

あればその中で選べばいい訳ですよね。 

山本 確かにモデルケースは作っておいたほ

うが良いですね。 

林 １つには定員制の授業での履修者の選抜

のことがあったでしょう。事前に履修者を
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選抜することは、もっとも効率的な勉強を

するために必要だ、ということです。 

もう１つは、今、本会計大学院は学生の

主体が税理士志望者にシフトしています

よね。本会計大学院の設置母体が資格の学

校のLECであるということや、それに加え

て、ほぼ毎年定員が埋まるくらいの学生数

を集めている、ということもあるのでしょ

うが、要するに、他の普通の大学院とは違

う、どうせ受験予備校だろう、という発想

なんですよね。 

そういうわけで、会計大学院協会で模擬

授業を実施したり、自分の知り合いにお願

いしてあそこで極めて高度なレクチャー

をしてもらったりしています。つまり何を

言いたいかというと、そういうふうに本会

計大学院は、舵を切ったんですね。舵を切

ったからこそ、「実はこういうカリキュラ

ムを用意してまして、会計専門職大学院で

あっても税の専門家を養成するためには、

こういうカリキュラムとなります」という

ことをきちんと明示すべきだと思う訳で

す。 

租税法修士論文指導については、マイル

ストーン管理で実施していますと案内し

ており、それで実際成功を収めているわけ

ですが、それはある意味ブラックボックス

なんですよね。国際租税法や企業法などこ

れだけたくさんの科目を効率良く勉強し

て、なおかつ修士論文まで作り上げている。

そうなると、勉強しない税理士よりはるか

にレベルが高くなりますよ。 

このようなことをアピールできるよう

な、「我々が推奨する履修プランはこうで

す」というようなことを外部に向けて用意

していく必要があると思うんです。 

私は、いろんなことを知っている税理士、

つまり国際租税も知っているし、それから

ファイナンスも知っています、M&A の税務

も知っています、そういうような税理士を

養成するべきだと思っているんです。税理

士試験のマイナー科目だけ合格しました

とか、論文も指導教員におんぶにだっこで

書き上げましたというようなレベル感で

終わった、どうにもならない税理士を輩出

するのは良くないと思うんです。 

小山 本学の学生には税理士の二世が多いで

すね。二世の方は地盤があるわけです、二

世の方をしっかりと育て上げられる会計

大学院にしたら良いのではないかとも思

いますね。微力ながら社会貢献できるわけ

です。私たちだって１００歳になるまで実

務をやっていられるわけはないですから、

次のリレーの選手を育てる必要がありま

す。 

林 現在の必修科目というのは、これは会計

大学院協会のほうで必修と呼んでいるの

ですか。 

山本 会計専門職大学院のそもそもの必修科

目です。 

篠宮 それを履修しないと会計士短答式試験

の免除申請ができない、ということですよ

ね。 

林 会計士短答式試験免除を目指すというこ

とが基本となったカリキュラムなんです

ね。 

山本 そうです。会計専門職大学院のそもそ

もの制度設計です。 

斎藤 本会計大学院の税理士志望者にとって

は少しきついカリキュラムですね。 

篠宮 他の会計大学院では、修士論文を書く

ことだけを目的としている必須科目の幅

が非常に狭いコースもあります。 終的に

会計大学院で学習する領域の論文が書け

ればいいということのようです。 

斎藤 それで大丈夫なのですか？ 
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篠宮 その代わり、会計士短答式試験免除申

請はできない、ということが前提のようで

す。 

林 それで良いじゃないですか。会計士短答

式試験免除に必要な要件のもとに修士論

文を書かざるを得ないから、本来、税理士

になるためには受けてもらいたい授業が

ガラガラだったりするんでね。そこを交通

整理しないと駄目ですね。 

山本 税理士志望者にも幅広い知識を修得し

てもらうという点では、今の本会計大学院

のカリキュラムは１つ手だと思うのです

よね。でもその中で重点の差はあるんだ、

ということで、履修モデルを作っておいて、

税理士試験の免除も更に会計士試験の免

除も狙えますよ、という風にしておかない

と、多分学生が集まりにくいのでは。そう

いう恐れは少しあります。 

林 入学志願者や在院生向けはそれでいいと

思うんです。ただ文部科学省や会計大学院

協会などに対してどう説明するかですよ

ね。 

山本 次の中期事業計画の中で、将来的にコ

ース制を導入すること、既存の会計大学院

のカリキュラムはそれこそ１０名くらい

に絞って、残り５０名くらいは論文コース

にするなど、設定を明確にする必要がある

かもしれないですね。 

林 今のカリキュラムを活かして、コース分

けをし、論文コースを選択した人は会計士

試験の免除申請はしない、ということでい

けるのではないでしょうか。 

斎藤 話を整理しますと、本会計大学院が、

今の１専攻でこのカリキュラムであるな

ら、会計士の短答式免除申請ができます。

その中で税理士志望の方は必須科目を別

の構成にして、その場合、短答式の免除申

請はできないが税理士試験免除のための

論文提出はできる、という２種類の必須科

目体系というのはありうるんですか？ 

山本 ありえます。 

斎藤 それなら、それはやったほうがいいと

思います。 

林 やったほうがいいですよ。それでいい授

業をやれば学生は集まりますよ。 

斎藤 監査科目も管理会計科目もゼロにする

必要はないですね。必修科目は残しておく

のがいいと思います。ただ今よりも少し必

修要件の負担を減らしてあげればいい。監

査科目や管理会計科目を勉強したいとい

う学生は税理士志望者だって必ずいます

よ。資格試験の受験科目にはないから、む

しろ新鮮なんです。ただ３科目必ず履修し

なさい、と言われるとつらいということで

すね。 

山本 そうですね。「現行カリキュラムを活か

して幅広い知識を持つ税理士を養成する

プログラムないしコースを設定する」とい

う方向で、中期事業計画を検討していこう

と思います。 

これからのLEC会計大学院の更なる進化

が楽しみです。本日は、ありがとうござい

ました。 

（完） 

 


